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 平素は、申請取次行政書士管理委員会の活動への御理解と御協力をいただき誠にありがとうござ

います。新規の届出済行政書士を希望する会員に向けて、手続きについてお知らせ致します。 

 

１ 「届出済証明書」新規手続き 

① 日行連主催の「行政書士申請取次事務研修会（新規）」（30,000円）を受講 

② 事務研修会の考課測定後に修了証書（有効期限１年）を受領 

③ 本会事務局に必要書類一式を提出（持参又は郵送） 

・必要書類については上記事務研修会時に指示あり 

・毎月１５日（必着）までに本会事務局へ提出 

④ 申請手数料は 3,000円 

・本会事務局への現金支払又は指定口座への振込み 

⑤ 申請取次行政書士管理委員会にて申請書類内容の確認 

⑥ 札幌出入国在留管理局から「届出済証明書（新規）」の発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「実績報告書」（１月１日～１２月３１日）の提出期限は翌年１月末日 

 ・実績の有無にかかわらず毎年報告が必要  実績ゼロ件でも必ず提出 

 

３ 「届出済証明書」の有効期間について 

・有効期間は３年間です 

・有効期間満了前までに更新手続きが必要です 

※現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の為、事務研修会の中止を余儀なくされており、代替措置とし

て VOD（ビデオ・オン・デマンド）講座が不定期に開催されております。詳細情報は日行連 HP・会員サイト（連

CON）にて掲載されておりますので、各自でこまめに情報をご確認いただきますよう、お願いいたします。 

（会員サイト連 CONログイン→「HOME＞中央研修所＞申請取次関係研修に関するお知らせ」で情報をご確認ください） 


